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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
雇
用
促
進
住
宅
へ
の
国
家
公
務
員
の
入
居
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

雇
用
促
進
住
宅
は
、
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
六
十
四
条
に
規
定
す
る
雇
用
福
祉
事
業
と
し
て

そ
の
設
置
及
び
運
営
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
雇
用
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
及
び
雇
用
保
険
被
保
険

者
で
あ
っ
た
者
（
以
下
「
被
保
険
者
等
」
と
い
う
。
）
を
基
本
的
な
対
象
者
と
し
て
い
る
が
、
雇
用
保
険
法
第
六
十
五
条
の
規

定
に
よ
り
、
被
保
険
者
等
の
利
用
に
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
そ
の
利
益
を
害
し
な
い
限
り
、
国
家
公
務
員
等
の
被
保
険
者
等
以

外
の
者
に
も
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
雇
用
促
進
住
宅
に
つ
い
て
も
所
定
の
入
居
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は

国
家
公
務
員
が
入
居
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
公
共
職
業
安
定
所
長
を
始
め
と
す
る
厚
生
労
働
省
職
員
に
つ

い
て
は
、
厚
生
労
働
省
が
、
雇
用
促
進
住
宅
の
運
営
等
を
行
う
独
立
行
政
法
人
雇
用
・
能
力
開
発
機
構
を
指
導
す
る
立
場
に
あ

る
こ
と
か
ら
、
雇
用
促
進
住
宅
へ
の
入
居
を
自
粛
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
お
り
、
本
年
七
月
中
に
は
雇
用
促
進
住
宅
に
入
居
し

て
い
る
厚
生
労
働
省
職
員
全
員
が
退
去
す
る
見
込
み
で
あ
る
。

な
お
、
雇
用
促
進
住
宅
へ
の
厚
生
労
働
省
職
員
の
入
居
の
実
態
に
つ
い
て
、
す
べ
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
本
年
四
月
一

日
時
点
に
お
い
て
は
、
各
都
道
府
県
労
働
局
の
職
員
で
あ
っ
て
雇
用
促
進
住
宅
に
入
居
し
て
い
る
も
の
は
十
八
名
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
職
員
の
役
職
は
、
公
共
職
業
安
定
所
等
の
所
長
、
出
張
所
長
、
課
長
相
当
職
そ
の
他
の
職
員
で
あ
り
、
入
居
場
所
は
、

一



北
海
道
、
岩
手
県
、
秋
田
県
、
山
形
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
、
埼
玉
県
、
福
岡
県
及
び
佐
賀
県
で
あ
り
、
同
時
点
に
お
け
る
入

居
期
間
は
、
最
長
の
入
居
期
間
の
者
に
つ
い
て
は
約
十
五
年
、
最
短
の
入
居
期
間
の
者
に
つ
い
て
は
一
か
月
未
満
で
あ
る
。
ま

た
、
本
年
六
月
一
日
時
点
に
お
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
職
員
（
施
設
等
機
関
の
職
員
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
雇
用
促
進
住
宅

に
入
居
し
て
い
る
も
の
は
六
名
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
職
員
の
役
職
は
、
公
共
職
業
安
定
所
の
課
長
相
当
職
そ
の
他
の
職
員
で
あ

り
、
入
居
場
所
は
、
岩
手
県
、
山
形
県
、
福
島
県
、
茨
城
県
及
び
埼
玉
県
で
あ
り
、
同
時
点
に
お
け
る
入
居
期
間
は
、
最
長
の

入
居
期
間
の
者
に
つ
い
て
は
約
十
五
年
二
か
月
、
最
短
の
入
居
期
間
の
者
に
つ
い
て
は
約
二
か
月
と
な
っ
て
い
る
。

雇
用
促
進
住
宅
へ
の
入
居
を
自
粛
す
べ
き
厚
生
労
働
省
の
職
員
以
外
の
国
家
公
務
員
に
つ
い
て
は
、
所
定
の
入
居
要
件
を
満

た
し
、
被
保
険
者
等
の
利
用
に
支
障
が
な
く
、
か
つ
、
そ
の
利
益
を
害
し
な
い
限
り
、
「
特
殊
法
人
等
整
理
合
理
化
計
画
に
つ

い
て
」
（
平
成
十
三
年
十
二
月
十
九
日
閣
議
決
定
）
に
基
づ
く
雇
用
促
進
住
宅
の
廃
止
ま
で
の
間
の
効
率
的
な
運
用
と
い
う
観

点
か
ら
も
、
雇
用
促
進
住
宅
へ
の
入
居
は
差
し
支
え
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

な
お
、
雇
用
促
進
住
宅
に
入
居
し
て
い
る
国
家
公
務
員
の
省
庁
別
人
数
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
が
、
平
成
十
六
年
度

に
新
規
に
入
居
し
た
一
万
四
千
三
百
三
十
三
戸
の
う
ち
、
国
家
公
務
員
か
ら
入
居
申
請
が
あ
っ
た
も
の
は
四
十
一
戸
で
あ
る
。

二


